
第24期 定時株主総会

招集ご通知
決議事項開催日時

開催場所

証券コード：7039
ブリッジインターナショナルグループ株式会社

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

2026年３月26日（木曜日）
午後５時まで

インターネットおよび書面（議決権行使書） 
による議決権行使期限

2026年３月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

東京都中央区日本橋二丁目７番１号 
東京日本橋タワー４階
ベルサール東京日本橋RoomJ
※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



株主の皆様へ

株主の皆様には、平素よりご高配を賜り厚く御礼申しあげます。当社グループは、「B2B企業
の売上成長に向けた改革を支援するEnd to End のサービス提供」することを提供価値とし、イ
ンサイドセールスアウトソーシング事業、プロセス・テクノロジー事業、研修事業の3つの事業
で、日本企業の営業課題を包括的に解決し、売上成長を支援してまいりました。

当連結会計年度の業績は、売上高85.6億円、営業利益8.7億円となりました。従業員数もグ
ループで700名体制となり、持続的な成長に向けた経営基盤は着実に強化されています。

昨年10月、当社は持株会社体制へと移行いたしました。この再編の狙いは、グループ全体の経
営資源の最適配分とガバナンスの強化、そして変化の激しい市場環境に対応する意思決定の迅速
化にあります。これまで当社は、M&A戦略を通じて事業領域を拡大してまいりましたが、新体
制下ではこれをさらに加速させ、既存事業とのシナ
ジーによる「非連続な成長」を目指してまいります。あ
わせて、新たなグループ経営の枠組みを通じて、次世
代を担う経営人材の育成にも注力してまいる所存です。

さらに、株主の皆様への還元を重視した財務戦略の
一環として、2025年12月期より、配当性向50％およ
び累進配当を柱とする新たな配当方針を導入いたしま
した。安定的かつ継続的な株主還元を通じ、株主価値
の向上に努めてまいります。

今後も、社員一同全力を尽くし、すべてのステーク
ホルダーの皆様からの信頼にお応えするとともに、中
長期的な企業価値の向上に邁進してまいります。株主
の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を
賜りますよう、切にお願い申しあげます。

ブリッジインターナショナルグループ株式会社
代表取締役会長兼CEO　吉田 融正
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研修事業

デジタル人材の育成をリードする
総合人材育成事業として

特定のITスキルではなく、デジタルを
活用し、仕組みづくりを行い
企業変革できる人材を育成

プロセス・
テクノロジー事業

売上成長を支えるための仕組みや
オペレーションの設計、実行を支援。

数あるtechを企業のビジネスに
合わせて選定・運用を行う

インサイドセールス
アウトソーシング事業

インサイドセールス活動の
アウトソーシングを受託し、

売上目標達成に向けてサポート

B2B企業の売上成長を支援する

BRIDGE International グループは
B2B企業の売上成長に向けた改革を支援する

End to Endのサービスを提供します
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証券コード ７０３９
2026年３月12日

（電子提供措置の開始日 2026年３月４日）

株 主 各 位
東 京 都 世 田 谷 区 太 子 堂 四 丁 目 １ 番 １ 号
ブリッジインターナショナルグループ株式会社
代表取締役会長兼ＣＥＯ 吉 田 融 正

第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、その内容である電子提供措置事項

につきましては、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「第24期定時株主総会招集ご通
知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのURLにアクセスの上、ご確認くださいます
ようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://ir.bridge-g.com/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Shoｗ=Shoｗ
上記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、「銘柄（会社名）」に
「ブリッジインターナショナルグループ」又は「コード」に当社証券コード「7039」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会
資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年３月26日（木曜
日）午後５時までに５頁の「議決権行使についてのご案内」に従い、議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
１． 日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２． 場 所 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー４階

ベルサール東京日本橋 Ｒｏｏｍ J
３． 目 的 事 項

報 告 事 項
１．第24期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類な

らびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第24期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〇当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト
においてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

〇電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、当社ウェブ
サイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する
書面には記載しておりません。
・「連結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別注記表」

したがいまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査役が監査報告を、会計監
査人が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類又は計算書類の一部であります。

◆事前のご質問 受付方法◆
方法 メール本文に「株主番号」「氏名」「ご質問内容」を記載ください

メールアドレス sokai@bridge-g.com

締め切り 2026年３月23日（月）午後５時まで
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の４つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
……………………………………………………………………………………………………………………………………

スマートフォンで議決権を行使される場合
議決権行使書用紙の右下の二次元バーコードをスマートフォンかタブレット端末で
読み取りいただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2026年３月26日（木曜日）午後５時入力完了分まで
……………………………………………………………………………………………………………………………………

インターネットで議決権を行使される場合
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、議決権行使書用紙
に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内
にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2026年３月26日（木曜日）午後５時入力完了分まで
……………………………………………………………………………………………………………………………………

書面（郵送）で議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函くだ
さい。

行使期限 2026年３月26日（木曜日）午後５時到着分まで
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、
賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

※ インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として
取り扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

2

1

2

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

中
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

1.　

2.

御

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

○○○○○○○

○○○○○○○

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

見 本
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インターネットによる議決権行使のご案内
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事 業 報 告

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国の経済は、個人消費の底堅さや雇用情勢の改善などを背
景に緩やかに持ち直しましたが、米国による関税措置の再強化、地政学的リスクの高ま
り、ならびに為替・資源価格の不安定な動きにより、企業収益や家計負担に対する下押し
圧力が継続しており、景気の持続的な回復にはなお不確実性をともなう状況が続いていま
す。
当社グループを取り巻く事業環境もいくつかの重要な変化が見られます。まず、生産年

齢人口の減少にともない、企業は営業組織の生産性向上を迫られています。この課題か
ら、売上成長を支援するサービスのニーズが高まっています。また、日本市場の成熟化に
より、消費者の購買行動は多様化・高度化し、企業が持続的な売上成長を実現することが
一段と難しくなっています。さらに、生成AIなど新しいテクノロジーの進化が進む中で、
企業は自社のビジネスモデルや営業活動に適した技術を十分に活用できておらず、専門人
材の不足も深刻な課題です。こうした環境変化の中、当社グループが提供するビジネス支
援の重要性はますます高まっています。

このような環境のもと、当社グループはそれぞれの事業拡大に注力した結果、当連結会
計年度の売上高は、8,564百万円（前期比0.6％減）、営業利益は873百万円（同8.1％
減）、経常利益は865百万円（同13.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は536百万
円（同19.0％減）となりました。
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当社グループの各事業のセグメント別業績の概要は、以下のとおりであります。保有し
ていたトータルサポート株式会社の株式（51.7％）を2025年10月31日付で株式譲渡し、
第４四半期は連結の範囲から除外しています。そのためプロセス・テクノロジー事業にお
いては、計画を大きく下回る結果となりました。

【インサイドセールスアウトソーシング事業】
インサイドセールスアウトソーシング事業は、既存顧客からの売上が年間売上全体の９

割以上を占める、安定したストック型ビジネスです。高い成果を持続的に提供すること
で、業界内でも高単価でのサービス提供を維持しています。
当連結会計年度では、今後の更なる成長に向けた管理部門の強化や、インサイドセール

ス活動の高付加価値化と効率化を目指したAI活用などに積極的に取り組みました。また、
営業活動においては、限られたリソースでの成果最大化の観点から、大手金融機関やIT企
業など、大型案件獲得にシフトし、翌期以降の拡大を目指した取り組みに注力しました。
当連結会計年度におけるインサイドセールスアウトソーシング事業の売上高は、4,630

百万円（前期比2.3％増）となり、セグメント利益は562百万円（同16.6％減）となりま
した。

【プロセス・テクノロジー事業】
企業が売上を伸ばすためには、マーケティング、セールス、カスタマーサクセスといっ

た活動を支える「仕組み」の整備が不可欠です。業務プロセスの設計、活用するテクノロ
ジーの選定、データ活用の方法がその重要なポイントとなります。プロセス・テクノロジ
ー事業では、AIなど最新テクノロジーを活用しながら、これらの仕組みを構築から運用ま
でサポートするサービスを提供しています。
2025年10月31日付で、ネットワークサービスを提供していたトータルサポート株式

会社の株式（51.7％）を譲渡し、連結の範囲から除外しました。生成AI、AIエージェン
ト等の急速な発展により、売上成長支援での需要が特に加速しており、事業ポートフォリ
オ見直しの一環として、経営資源を集中することを決断したものであります。
このような環境下で、当連結会計年度におけるプロセス・テクノロジー事業の売上高

は、1,552百万円（前期比13.6％減）、セグメント利益については92百万円（前期はセグ
メント損失19百万円）となりました。
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【研修事業】
研修事業では、新卒研修が売上の約４割を占め、当連結会計年度も好調に推移した結

果、新卒研修で初めて10億円の売上を達成しました。顧客は主にIT企業であり、新卒研
修を起点に、階層別研修やIT、ビジネス、営業スキル研修など、多様なカリキュラムを包
括的に提供しています。
また、DX推進リーダー人材向け研修や、既存社員の能力向上を目的としたリスキリン

グ強化研修など、個別のニーズに応じたカスタマイズ研修も積極的に展開しています。
このような環境下で、当連結会計年度における研修事業の売上高は、2,381百万円（前

期比4.0％増）、セグメント利益は、267百万円（同9.4％減）となりました。

当連結会計年度の各事業のサービス別売上高は次のとおりです。
名 称 当連結会計年度 前 期 比

インサイドセールスアウトソーシング事業 計 4,630百万円 2.3％

コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス 127 △55.5

シ ス テ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 1,425 △5.7

プ ロ セ ス ・ テ ク ノ ロ ジ ー 事 業 計 1,552 △13.6

研 修 事 業 計 2,381 4.0

合 計 8,564 △0.6
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② 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は139百万円となりました。持株会社体制への

移行に伴い、各事業会社が自律的に経営を行うためのインフラ及び拠点整備を重点的に行
ったほか、既存事業の競争力強化を目的とした投資を実施いたしました。主な設備投資
は、以下のとおりです。

[インサイドセールスアウトソーシング事業]
ITを活用した業務のDX化を目的としたインサイドセールス業務システムの構築に２百

万円を投じたほか、情報セキュリティ体制の強化とクライアントニーズに応じた環境整備
のため社内のレイアウト変更に１百万円を支出いたしました。
[プロセス・テクノロジー事業]
新体制下における事業会社の自律的な経営体制の確立及び業務効率の向上を目的として

販売管理システムの構築に３百万円支出いたしました。
[研修事業]
サービス品質強化のため新入社員研修受講者向けの学習管理システムに27百万円を投

じたほか、デジタルマーケティングの強化による新規顧客の獲得及び受注機会の最大化を
目的としてWebサイトのリニューアルに15百万円を投じ、また、業務効率の向上を目的
として購買システムの導入に１百万円を支出いたしました。そのほかは、事務機器等購入
費用等です。
[全社・共通資産]
持株会社体制への移行に伴い、各事業会社の自律的な経営体制の確立及び業務効率の向

上を目的として、社内システムの開発に22百万円、社内ネットワークの更新に13百万円
を投じたほか、グループ全体のガバナンス強化及び業務環境のセキュリティ向上のため、
ネットワークセキュリティ機器の入替に８百万円、社内のレイアウト変更に６百万円を投
じ、また、デジタルマーケティングの強化及びIR活動の強化を目的としてWebサイトの
リニューアルに５百万円を支出いたしました。そのほかは、事務機器等購入費用等です。

※インサイドセールスアウトソーシング事業とプロセス・テクノロジー事業にかかる設備
投資の金額は、2025年10月１日の持株会社体制への移行にともなう分社化以降に発生し
た事項のみを記載しております。
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③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 重要な組織再編等の状況
（持株会社体制への移行）
当社は、2025年２月14日、及び2025年６月４日開催の取締役会の決議に基づき、

2025年10月１日付で持株会社体制へ移行し、商号をブリッジインターナショナルグルー
プ株式会社へ変更いたしました。また、同日付で設立したブリッジインターナショナル株
式会社に当社のインサイドセールスアウトソーシング事業を新設分割により承継、当社
100％子会社であるブリッジプロセステクノロジー株式会社へプロセス・テクノロジー事
業を吸収分割により承継いたしました。

（株式譲渡による子会社の異動）
当社は、2025年９月19日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるトータル

サポート株式会社の当社が保有する株式の全てを譲渡すること、及びトータルサポート株
式会社が当社の連結子会社から除外されることについて決議し、同日付で株式譲渡契約を
締結し、2025年10月31日に株式を譲渡いたしました。
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⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第21期
（2022年12月期）

第22期
（2023年12月期）

第23期
（2024年12月期）

第24期
（当連結会計年度）
（2025年12月期）

売 上 高（百万円） 6,707 7,020 8,615 8,564
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 594 644 661 536

１株当たり当期純利益 （円） 159.52 171.41 182.52 149.24
総 資 産（百万円） 4,646 5,176 5,987 5,617
純 資 産（百万円） 3,539 4,161 4,396 4,692
１株当たり純資産 （円） 949.70 1,110.35 1,216.10 1,306.79

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づいて算
出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第21期
（2022年12月期）

第22期
（2023年12月期）

第23期
（2024年12月期）

第24期
（当事業年度）

（2025年12月期）
売 上 高（百万円） 4,697 4,867 5,283 4,319
当 期 純 利 益（百万円） 386 411 421 224
１株当たり当期純利益 （円） 103.62 109.48 116.25 62.39
総 資 産（百万円） 4,000 4,383 4,377 3,858
純 資 産（百万円） 3,149 3,538 3,508 3,419
１株当たり純資産 （円） 845.00 944.16 975.97 952.15

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づいて算
出しております。
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⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ブリッジインターナショナル株式会社 40百万円 100.0％
インサイドセールスの導入/活
動の支援・アウトソーシングサ
ービスの提供

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 30百万円 100.0％
CRM/DX/CX/ マ ー ケティン
グ・営業戦略やインサイドセー
ルス導入のコンサルティング業

株式会社アイ・ラーニング 35百万円 100.0％
各種研修コースの企画・開発・
実施・コンサルティング
研修関連の付帯サービス提供

（注）１．2025年３月１日にClieXito株式会社はブリッジプロセステクノロジー株式会社に商号変更しており
ます。

２．ブリッジインターナショナル株式会社は、ブリッジインターナショナルグループ株式会社の持株会社
体制への移行にともなう新設分割により、2025年10月１日に設立されました。

３．トータルサポート株式会社は2025年10月31日に全株式を譲渡したため、重要な子会社から除外して
おります。
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⑷ 対処すべき課題
当社グループは法人営業改革の先進的企業として、新たな価値を提案し、成功を創り続

け、未来への懸け橋となり、高成長で高収益な企業になるべく、以下の課題に取組んでまい
ります。

① 収益基盤の拡大
当社グループは、既存顧客との取引拡大と、新規顧客の獲得に注力し、収益基盤を強

化してまいります。一方で、社内業務のデジタル化や、グループ全体でのリソース共有
を進め、固定費及び運営コストの効率化を図ります。これにより持続可能な収益性向上
を実現してまいります。

（インサイドセールスアウトソーシング事業）
当社連結子会社「ブリッジインターナショナル株式会社」が提供するインサイドセー

ルスアウトソーシングサービスは、既存顧客が売上の９割以上を占め、高い継続率を誇
ります。そのため、より高品質で安定したサービスの提供を行い既存顧客の維持・拡大
に努めます。また、将来の顧客基盤を支えるために、外資IT、国内IT、通信、金融業界
を注力業界と定め、大型の新規顧客の獲得にも注力してまいります。

（プロセス・テクノロジー事業）
当社連結子会社「ブリッジプロセステクノロジー株式会社」は、企業の営業・マーケ
ティング部門向けに営業生産性の最大化をするため、営業活動のデジタルトランスフォ
ーメーション（DX）を支援するコンサルティングサービスを提供し、法人営業改革の提
言を行うことに注力してまいります。
また、AIをはじめとする最新テクノロジーを活かした営業支援を構築から運用までワ

ンストップで提供し、顧客の売上成長を支援してまいります。

（研修事業）
当社連結子会社「株式会社アイ・ラーニング」は、従来領域であるIT事業者のエンジ

ニア人材育成の研修コンテンツを維持・拡大すると同時に、経済産業省が推奨する、リ
スキリングに対応した非エンジニア人材向けに研修コンテンツを強化し、社内のDX人材
育成、アジャイル体制の構築など、IT事業者・エンジニア以外の新たな顧客獲得・拡大
を行ってまいります。
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② 安定的な人材確保
インサイドセールスアウトソーシング事業においては、人材獲得競争激化により、タ

イムリー且つ安定的な人材確保が困難な状況が続いております。このような環境のもと、
前連結会計年度から引き続き、新卒及び中途採用の強化を継続しております。
また、既存社員の定着、能力向上に向けた評価制度、給与制度の見直しにも着手をし

ております。社員がより働きやすい働き方・ライフスタイルを考慮した労働環境を提供
することで、人材確保策を強化してまいります。
また、生成AIを活用した付加価値及び生産性の向上にも注力してまいります。

③ ITネットワークの安全性確保
当社グループは、通信・インターネットを活用して顧客にサービスを提供しており、

ITネットワークシステムの安定稼働の確保は必要不可欠です。また、リモートワークを
はじめとする柔軟な働き方を取り入れております。そのため、サービスを安定的に提供
できるよう、顧客社数の増加や社員の就業スタイルにあわせたサーバー増設等の設備投
資を継続的に行い、より効率的且つ強固なITシステム稼働環境を構築していくことに取
組んでおります。

④ コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理
当社グループが継続的な成長を続けるためには、コーポレート・ガバナンスのさらな

る強化と内部管理体制の強化が重要であると認識しております。コーポレート・ガバナ
ンス・コードに基づき、経営の効率性、健全性を確保すべく、監査役監査、内部監査、
会計監査及び内部統制システムの整備によりその強化を図ってまいります。
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⑸ 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
区 分 提供する機能・サービス・製品

インサイドセールスアウトソーシング事業
ア ウ ト ソ ー シ ン グ サ ー ビ ス ITを活用した非対面型法人営業活動支援サービス

プ ロ セ ス ・ テ ク ノ ロ ジ ー 事 業
コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス 法人営業に関わる各種コンサルティングサービス
システムソリューションサービス AIを活用した営業支援テックの構築・運用サービス

研 修 事 業
研 修 サ ー ビ ス 企業向け研修サービス

⑹ 主要な事業所（2025年12月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 世 田 谷 区
若 林 オ フ ィ ス 東 京 都 世 田 谷 区
新 宿 オ フ ィ ス 東 京 都 新 宿 区
横 浜 み な と み ら い オ フ ィ ス 神 奈 川 県 横 浜 市
沼 津 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 静 岡 県 沼 津 市
大 阪 オ フ ィ ス 大 阪 府 大 阪 市
松 山 事 業 所 愛 媛 県 松 山 市
福 岡 事 業 所 福 岡 県 福 岡 市

② 子会社
会 社 名 所 在 地
ブリッジインターナショナル株式会社 東 京 都 世 田 谷 区
ブリッジプロセステクノロジー株式会社 東 京 都 世 田 谷 区

株 式 会 社 ア イ ・ ラ ー ニ ン グ
東 京 都 中 央 区
大 阪 府 大 阪 市
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⑺ 使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況
事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

インサイドセールスアウトソーシング事業 計 560 （91）名 38名増 （25名減）
プ ロ セ ス ・ テ ク ノ ロ ジ ー 事 業 計 32 （0） 20〃減 （4名減）

コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス 7 （0） 10〃減 （0）
シ ス テ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 25 （0） 10〃減 （4名減）

研 修 事 業 計 81 （2） 14〃増 （14名減）
全 社 （共 通） 49 （4） 5〃減 （0）

合 計 722 （97） 27〃増 （43名減）

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（契約社員、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は、
（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属してい
るものであります。

３．当連結会計年度中にトータルサポート株式会社を連結子会社から除外したため、プロセス・テクノロ
ジー事業のうち22名、全社（共通）のうち５名が減少しております。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
525名（75名） 75名減（46名減） 37.3歳 6.7年

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（契約社員、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は、
（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．前連結会計年度末に比べ、臨時雇用者数が減少いたしました。これは主に、臨時雇用者の正社員への
登用及び契約期間満了にともなう退職によるものであります。

３．使用人数の減少は、2025年10月１日付の持株会社体制移行に伴い、従業員の子会社への転籍による
ものであります。
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⑻ 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 33百万円

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2025年10月１日付で、持株会社体制へ移行するとともに、商号をブリッジイン

ターナショナルグループ株式会社に変更いたしました。

２．株式の状況（2025年12月31日現在）
⑴ 発行可能株式総数 8,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 3,591,221株（自己株式177,379株を除く）
⑶ 株主数 3,171名
⑷ 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
吉 田 融 正 1,199,400株 33.39％
光 通 信 K K 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 232,500 6.47
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 93,700 2.60
荒 川 恵 介 90,600 2.52
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 67,712 1.88
株 式 会 社 愛 媛 銀 行 67,500 1.87
ブ リ ッ ジ グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 55,600 1.54
清 水 優 樹 50,000 1.39
曽 我 健 50,000 1.39
塩 澤 正 枝 47,200 1.31

（注）持株比率は自己株式（177,379株）を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴ 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）
氏 名 会社における地位及び担当 重 要 な 兼 職 の 状 況

吉 田 融 正 代表取締役会長兼ＣＥＯ

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役
株式会社アイ・ラーニング 取締役会長
BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. 取締役
ブリッジインターナショナル株式会社 取締役会長

髙 橋 慎 介 取 締 役 ドーモ株式会社 代表取締役会長
株式会社アイ・ラーニング 取締役副社長

岡 村 典 取 締 役 株式会社テン・コミュニケーションズ 顧問
郡 の ぶ 取 締 役 ―
荒 川 恵 介 常 勤 監 査 役 ―

和 田 隆 志 監 査 役

和田公認会計士事務所 代表
ブリッジインターナショナル株式会社 監査役
ブリッジプロセステクノロジー株式会社 監査役
株式会社助太刀 社外監査役
株式会社バレッグス 社外取締役（監査等委員）
株式会社ピーアイコーポレーション 社外監査役

髙 橋 知 洋 監 査 役

AZX総合法律事務所（パートナー弁護士）
株式会社JDSC 社外監査役
株式会社グローバー 社外監査役
株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン
社外取締役（監査等委員）

（注）１．取締役 岡村典氏及び取締役 郡のぶ氏は、社外取締役であります。
２．監査役 和田隆志氏及び監査役 髙橋知洋氏は、社外監査役であります。
３．監査役 和田隆志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
４．監査役 髙橋知洋氏は、弁護士として活躍しており、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広

い見識を有しております。
５．当社は、社外取締役 岡村典氏、社外取締役 郡のぶ氏及び社外監査役 和田隆志氏ならびに社外監査

役 髙橋知洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

６．当事業年度中に退任した取締役は、以下のとおりであります。
氏名 退任時の会社における地位及び担当 退任日

八木 敏英 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業本部長
兼 同事業本部営業本部長 2025年９月30日（任期満了）

塩澤 正枝 取締役 CQO(Chief Quality Officer) 2025年９月30日（任期満了）
（注）八木敏英、塩澤正枝の任期は、2025年３月27日開催の第23期定時株主総会において、持株会社体制移行

の効力発生日(2025年10月１日)の前日であることを決議いただいております。
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⑵ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条

第１項に定める賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基
づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑶ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

（D&O保険）契約を締結しております。被保険者である当社及び子会社における取締役及び
監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生じることのある損害等を当該保険契約により補償することとしております。ま
た、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
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⑷ 取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
基 本 報 酬 業績連動報酬等

取 締 役
（うち社外取役）

6
（2
名
）

81
（5
百万円
）

55
（5
百万円
）

26
（−

百万円
）

監 査 役
（うち社外監査役）

3
（2）

9
（４）

9
（４）

−
（−）

合 計
（うち社外役員）

9
（4）

90
（10）

64
（10）

26
（−）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2006年11月17日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は、５名（うち、社外取締役は０名）です。

３．監査役の報酬限度額は、2003年２月10日開催の第１期定時株主総会において、年額30百万円以内と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名です。

４．当社役員の報酬額又はその算定方法の決定に関しては「株主総会で承認された限度額の範囲内で役位
や職責に応じた額を支給する」旨を、定款で方針を定めており、いずれも株主総会で承認された限度
額の範囲内で役位や職責に応じた額を支給することとし、取締役分については取締役会、監査役分に
ついては監査役会が、その決定権限を有しております。

５．各取締役の固定報酬及び業績連動報酬ならびにその支給割合については、取締役会の決議により代表
取締役会長兼CEO 吉田融正に一任されております。同氏は、社外取締役を含む取締役会における意
見及び助言を踏まえた上で、役員報酬案を決定されていることから、取締役会としても、当期に係る
取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。代表取締役会
長兼CEOに委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当領域及び職務内容につ
いての評価を行うにあたり、同氏が最も適していると判断したためであります。

６．取締役の業績連動報酬にかかる業績連動指標は、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとし
て重要であり、業績連動報酬の原資算出の際の指標として最適であることを理由として、対象連結会
計年度の当期純利益の金額を選択しております。

７．当事業年度末現在の取締役は４名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は２名）
であります。
なお、上記の表には2025年９月30日をもって取締役を退任した、塩澤正枝氏、八木敏英氏を含んで
います。

８．当事業年度において、社外取締役及び社外監査役が子会社から受けた役員報酬等の総額は0.3百万円
であります。
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⑸ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役 郡のぶ氏は他の法人等の重要な兼職はありません。
・取締役 岡村典氏は、株式会社テン・コミュニケーションズの顧問であります。株式会
社テン・コミュニケーションズと当社との間には特別の関係はありません。

・監査役 和田隆志氏は和田公認会計士事務所の代表、株式会社助太刀 社外監査役、株式
会社バレッグス 社外取締役（監査等委員）、株式会社ピーアイコーポレーション 社外
監査役を兼務しております。当社とこれらの兼職先の間には特別の関係はありません。
また、ブリッジインターナショナル株式会社 監査役、ブリッジプロセステクノロジー
株式会社 監査役を兼務しており、これらは当社の子会社であり、経営指導料の取引関
係があります。

・監査役 髙橋知洋氏は、AZX総合法律事務所のパートナー弁護士、株式会社JDSC 社外
監査役、株式会社グローバー 社外監査役、株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン 社外取締役（監査等委員）を兼務しております。当社と、これら兼職先の間には特
別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 岡 村 典
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、企業経営と広報
分野での豊富な経験や、高い見識に基づき、当社の経営全般についての
発言を適宜行いました。

取締役 郡 の ぶ
就任後に開催された取締役会３回の全てに出席し、経営管理プロセス設
計、業務設計、デジタル化での豊富な経験や、高い見識に基づき、当社
の経営全般についての発言を適宜行いました。

監査役 和 田 隆 志
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、また、監査役会
13回の全てに出席し、主に公認会計士としての豊富な経験と専門的知識
から、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための発言を適
宜行いました。

監査役 髙 橋 知 洋
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、また、監査役会
13回の全てに出席し、主に弁護士としての豊富な経験と専門的知識か
ら、当社のコンプライアンス体制、取締役会の意思決定の妥当性や適正
性を確保するための発言を適宜行いました。
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５．会計監査人の状況
⑴ 名称 EY新日本有限責任監査法人
⑵ 報酬等の額

報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 50百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 50

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
をいたしました。

⑶ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、データ保護要件に基づく整備状況、及び統制の有効性の調

査に関する業務を委託しております。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、会計監査人を解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当

社及び子会社（以下「当社グループ」）の全役職員を対象とした行動規範としてコン
プライアンス規程を定め、全役職員に周知徹底させる。

ロ．リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ
全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。

ハ．社内通報等取扱規程に基づき、法令諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是
正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。

ニ．市民社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとと
もに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携
し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に

保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．リスク管理規程第２条の基本方針に基づいて、当社グループのリスクの低減及び発生

の未然防止に努める。
ロ．リスク管理規程に基づき、委員会、部署にてリスクを種類ごとに管理するリスク管理

体制の構築及び推進を図る。
ハ．各部署のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク

管理を統括する部署へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として月１

回以上の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確
な意思決定を行う。

ロ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限
規程において、権限、責任及び執行手続の詳細について定める。

ハ．取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるように
するため、任期を１年としている。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決
定・監督機能と業務執行機能の役割を分離し、それぞれの機能強化を図る。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．当社グループ会社管理に関する基本事項を定めた関係会社管理規程を定め、各子会社

における内部統制の実効性を図る。
ロ．経営理念に基づき、グループ運営の方針を尊重しつつ、自立的な内部統制システムを

整備し各社の独立性を確保する。
ハ．グループ内取引については、法令に従い、適切であり、かつ、第三者との通常の取引

の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
ニ．内部監査を行っている部門が、子会社の運営状況等を監査し、取締役会及び監査役会

に報告する。
ホ．グループ各社は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
ヘ．職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限

規程その他諸規程において明文化し、それぞれの業務を効率的に遂行する。

⑥ 当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当する
もの及び使用人が当社の監査役会に報告するための体制

イ．監査役は、取締役会及び経営会議のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を
把握するため重要な会議及び委員会に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその
説明を求めることができる。また、代表取締役との定期的な意見交換を開催し、意思
の疎通を図り、適切な報告体制を確保するものとする。

ロ．社内通報等取扱規程に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について
監査役会への適切な報告体制を確保するものとする。
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⑦ 当社の監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制

イ．監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
することを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

⑧ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼ

す事実が発生し又は発生する恐れがある時、役職員による違法又は不正な行為を発見
した時、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じた時は、監査役に報告
する。また、前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対
して報告を求めることができる。

ロ．監査役より職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求がなされた時は、
当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理する。

⑨ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び取締役からの独立性に関する事項

イ．監査役の業務補助に専任のスタッフを配置できる。
ロ．専任のスタッフは、取締役からの指揮命令を受けない。
ハ．専任のスタッフの人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得

るものとする。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
当社グループの効率的かつコンプライアンスを遵守した経営の推進を目的として、職務権

限規程等の業務執行に関する権限と責任を定めた規程類を見直すとともに、定期的なコンプ
ライアンス研修を実施しております。
監査役会に常勤の監査役を置き、内部監査人と緊密な連携、経営会議等の社内の重要な会

議への出席等を通じた適時的確な情報の把握、他の監査役との情報共有を図っております。
監査役は、会計監査人の監査計画について事前に報告を受けるほか、会計監査人との間で定
期的に情報交換・意見交換を実施しております。
経営会議を定期的に開催し、当社グループに関する個別の重要事項のほか、年間の事業計

画を審議しております。経営会議において、定期的に実施される当社グループの業務執行状
況の報告等を通じ、新たなリスクの発生可能性の把握に努めております。

７．会社の支配に関する基本方針
特記すべき事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付けており、財務体

質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続するこ
とを基本方針としております。
この基本方針に基づき、2025年12月期の１株当たりの期末配当につきましては、42円50

銭といたしたいと存じます。なお、中間配当として１株当たり42円50銭をお支払いしており
ますので、当事業年度の年間配当金は１株当たり85円となります。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、
比率等について持株比率は表示桁未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入しておりま
す。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 附 属 設 備
工 具、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

4,434,930
2,637,714
1,295,889
200,047
3,910

214,629
28,972
53,766

1,182,141
326,493
212,451
84,874
29,168

248,550
151,625
56,947
38,873
1,104

607,097
341,579
136,374
95,548
33,595

流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
契 約 負 債
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務

900,352
142,582
33,352
8,001

156,828
163,392
140,276
25,339
206,590
8,665
15,322
23,734
23,734

負 債 合 計 924,086
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

4,700,811
552,000
423,811

4,014,134
△289,135

△7,824
△7,824

純 資 産 合 計 4,692,986
資 産 合 計 5,617,072 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,617,072

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,564,871
売 上 原 価 5,651,159
売 上 総 利 益 2,913,711
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,040,003
営 業 利 益 873,707
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,480
受 取 配 当 金 340
従 業 員 負 担 金 2,802
そ の 他 2,289 11,914

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,803
為 替 差 損 1,739
支 払 手 数 料 9,497
株 式 報 酬 費 用 消 滅 損 3,456
そ の 他 1,178 19,675
経 常 利 益 865,946

特 別 損 失
減 損 損 失 20,678
固 定 資 産 除 却 損 37,311
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 950 58,940

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 807,005
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 259,202
法 人 税 等 調 整 額 13,891 273,093
当 期 純 利 益 533,911
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （△） △2,496
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 536,407

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 552,000 423,811 3,693,050 △289,063 4,379,799

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △215,323 △215,323
親 会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 536,407 536,407

自 己 株 式 の 取 得 △72 △72
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） −

当 期 変 動 額 合 計 321,083 △72 321,011

当 期 末 残 高 552,000 423,811 4,014,134 △289,135 4,700,811

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △8,118 △8,118 24,906 4,396,587

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △215,323
親 会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 536,407

自 己 株 式 の 取 得 △72
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 293 293 △24,906 △24,612

当 期 変 動 額 合 計 293 293 △24,906 296,398

当 期 末 残 高 △7,824 △7,824 − 4,692,986

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・連結子会社の名称 ブリッジインターナショナル株式会社、ブリッジプロセステクノロジー

株式会社、株式会社アイ・ラーニング
・連結範囲の変更 当連結会計年度において、新設分割によりブリッジインターナショナル

株式会社を設立したため、当該会社を連結の範囲に含めております。
また、当連結会計年度において、当社は2025年10月31日付でトータル
サポート株式会社の保有株式の全てを譲渡したことにともない、同社を
連結の範囲から除外しております。なお、連結の範囲から除外するまで
の期間の損益は、連結計算書類に含めております。

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 １社
・非連結子会社の名称 BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.
非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か
ら除いております。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用しない非連結子会社の状況

・非連結子会社の数 １社
・非連結子会社の名称 BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.
持分法を適用しない非連結子会社は小規模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がないため、持分法の範囲から除いております。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．棚卸資産
・仕掛品 個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品 移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ３年〜18年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

ロ．無形固定資産（リース資産除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては３年
以内の見込販売収益に基づく償却額（残存有効期間内における均等配分
額以上）を計上する方法によっております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権
等もないため貸倒引当金を計上しておりません。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計
年度末に帰属する部分の金額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年
度末に帰属する部分の金額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

インサイドセールスアウトソーシング事業
アウトソーシングサービス

アウトソーシングサービスは、インサイドセールス活動の請負サービスを提供しております。
インサイドセールスサービスの履行義務は、顧客に対するインサイドセールス活動の役務提供が完了

し、検収されることにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する
場合には、契約負債を計上しております。

プロセス・テクノロジー事業
イ．コンサルティングサービス

コンサルティングサービスは、主に営業及びマーケティングに関する提言等を行うアドバイザリーサ
ービスを提供しております。
アドバイザリーサービスの履行義務は、主に顧客に対するアドバイザリーサービスの役務提供が完了

し、検収されることにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。
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ロ．システムソリューションサービス
システムソリューションサービスは、主にCRMシステムの受託開発及び営業活動管理システムのライ

センス提供、ネットワーク機器等の販売を行っています。
受託開発は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサ

ービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想される売
上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における開始から完全に履行義務を
充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い開発案件等については、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。
ライセンス提供の履行義務は、ライセンスの契約期間にわたって継続的に行うことで充足されるた

め、当該期間にわたり収益を認識しております。
ネットワーク機器等の販売は主に、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が短期

間であるため、出荷時に収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する
場合には、契約負債を計上しております。

研修事業
研修サービス
研修サービスは、主に顧客企業のIT、営業・マーケティングの各部門及び新入社員等の特定層向けに

IT製品、ITスキルに関する知識研修からDX推進人財育成やビジネススキル強化のための人材育成研修を
提供しています。
研修サービスの履行義務は、主に顧客の研修受講により充足されるため、当該一時点において収益を

認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する
場合には、契約負債を計上しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を合理的に見積り、３〜５年で均等償却を行ってお

ります。
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２．会計方針の変更に関する注記
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）、「包括利益

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。これによる連結計算書類への影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）
前連結会計年度において区分掲記して表示しておりました営業外収益の「助成金収入」（当連結会計年度

627千円）及び「保険解約返戻金」（同633千円）は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ
り、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおり
であります。

売掛金 1,282,895千円
契約資産 12,994千円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 613,984千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 3,768,600株

⑵ 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び数

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普 通 株 式 173,751株 3,628株 −株 177,379株
（注）自己株式の数の増加は、主に譲渡制限付き株式報酬の権利失効による無償取得による増加分であります。

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

（決 議） 株式の
種類

配当金の総
額（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年３月27日
定時株主総会 普通株式 62,909 利益剰余金 17.5 2024年12月31日 2025年３月28日

2025年８月13日
取締役会 普通株式 152,779 利益剰余金 42.5 2025年６月30日 2025年９月22日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決 議） 株式の
種類

配当金の総
額（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年３月27日
定時株主総会 普通株式 152,626 利益剰余金 42.5 2025年12月31日 2026年３月30日

⑷ 当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産等に限定し、銀行等金融機
関からの借入等により資金を調達しております。
売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有

価証券は株式及び債券であり、上場株式及び債券については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金及び未払金はほとんど１年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金（長期）であります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。
なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金及び未払金は、短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
① 投 資 有 価 証 券 ※

そ の 他 有 価 証 券 310,547千円 310,547千円 −千円
資 産 計 310,547 310,547 −
② 長 期 借 入 金 33,352 33,352 −
負 債 計 33,352 33,352 −

（※）市場価格のない株式等は「① 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。

区 分 当 連 結 会 計 年 度
非 連 結 子 会 社 株 式 31,032千円
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⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察可能ではない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 14,900 − − 14,900
債券（社債） − 295,647 − 295,647

資産計 14,900 295,647 − 310,547

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 − 33,352 − 33,352

負債計 − 33,352 − 33,352

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。
債券（社債）は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している債券（社債）は市場での取引頻

度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。
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長期借入金
長期借入金は固定金利によるものは元金利の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。また変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、ま
た、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、当該帳簿価額を時価としております。活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価
をレベル２の時価に分類しております。

（注２）借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
長期借入金 33,352 − − −

７．収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
インサイドセールス
アウトソーシング事業

プロセス・
テクノロジー事業 研修事業 合計

売上高
（財又はサービスの種類別）
アウトソーシング 4,630,487 − − 4,630,487
コンサルティング − 127,557 − 127,557
システムソリューション − 1,425,188 − 1,425,188
研修 − − 2,381,638 2,381,638
顧客との契約から生じる収益 4,630,487 1,552,745 2,381,638 8,564,871
その他の収益 − − − −
外部顧客への売上高 4,630,487 1,552,745 2,381,638 8,564,871

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（4）会計方針に関する事項 ④ 収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度（期首） 当連結会計年度
（2025年１月１日） （2025年12月31日）

顧客との契約から生じた債権 1,270,557 1,282,895
契約資産 62,905 12,994
契約負債 89,303 25,339

契約資産は、主にプロセス・テクノロジー事業のシステムソリューションサービスにおいて、システム
開発等の一部の契約において、進捗度の測定に基づいて収益認識した収益にかかる未請求の権利でありま
す。契約資産は顧客の検収時に売上債権へ振り替えられます。また、契約負債は主にインサイドセールス
アウトソーシング事業のアウトソーシングサービス、プロセス・テクノロジー事業のシステムソリューシ
ョンサービス及び研修事業の研修サービスにおいて、履行義務の充足前に顧客から受け取った前受金であ
り、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残
高に含まれていた額は89,303千円です。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上

の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たり純資産額 1,306円79銭
⑵ １株当たり当期純利益 149円24銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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10．その他の注記
共通支配下の取引等
（持株会社体制への移行）
当社は、2025年２月14日、及び2025年６月４日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月１日付で

吸収分割及び新設分割を実施し、持株会社体制へ移行しました。なお、当社は2025年10月１日付でブリッジ
インターナショナルグループ株式会社へ商号変更しております。

持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、事業領域拡大のため、M&A戦略を強化し、競争力の強化、企業価値向上を目的に、持株会社体制

へ移行を実施いたしました。

Ⅰ．吸収分割の概要
①対象となった企業の名称及び事業の内容

分割会社 承継会社

１．名称
ブリッジインターナショナル株式会社
（2025年10月１日付で、「ブリッジイン
ターナショナルグループ株式会社」に商
号を変更）

ブリッジプロセステクノロジー株式会社

２．事業の内容
インサイドセールス事業
研修事業
その他の事業

マーケティング事業
セールス事業
プロセス・テクノロジー事業
その他の事業

②企業結合日
2025年10月１日

③企業結合の法的形式
当該吸収分割は当社を分割会社、当社の完全子会社であるブリッジプロセステクノロジー株式会社を承継会

社とする簡易吸収分割であり、当社が有するプロセス・テクノロジー事業に関する権利義務を承継会社に承継
させるものです。
④その他取引の概要に関する事項
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として処理しております。
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Ⅱ．新設分割の概要
①名称及び事業の内容

分割会社 承継会社

１．名称
ブリッジインターナショナル株式会社
（2025年10月１日付で、「ブリッジイン
ターナショナルグループ株式会社」に商
号を変更）

ブリッジインターナショナル株式会社

２．事業の内容
インサイドセールス事業
研修事業
その他の事業

アウトソーシング事業

②企業結合日
2025年10月１日

③企業結合の法的形式
当該新設分割は当社を分割会社、当社の完全子会社であるブリッジインターナショナル株式会社を承継会社

とする簡易新設分割であり、当社が有するアウトソーシング事業に関する権利義務を承継会社に承継させるも
のです。
④その他取引の概要に関する事項
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 附 属 設 備
工 具、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

2,380,754
1,482,332
316,462
3,416

110,989
415,059
28,972
23,521

1,478,145
248,653
160,201
63,754
24,698
99,353
60,123
38,873
357

1,130,139
310,547
638,229
55,028
93,411
32,923

流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務

負 債 合 計

418,517
11,057
33,352
6,181

118,949
137,860
7,476
93,475
3,674
6,490

20,987
20,987

439,504
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計

3,427,220
552,000
325,938
325,938

2,838,416
2,838,416
2,838,416
△289,135

△7,824
△7,824

3,419,396
資 産 合 計 3,858,900 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,858,900

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 及 び 営 業 収 益
売 上 高 4,067,625
営 業 収 益 251,475 4,319,101

売 上 原 価 2,786,863
売 上 総 利 益 1,532,237
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,174,201
営 業 利 益 358,036
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,848
受 取 配 当 金 340
従 業 員 負 担 金 732
助 成 金 収 入 627
保 険 解 約 返 戻 金 653
そ の 他 519 8,721

営 業 外 費 用
支 払 利 息 557
支 払 手 数 料 9,497
そ の 他 368 10,423

経 常 利 益 356,334
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 7,416
関 係 会 社 株 式 評 価 損 23,694
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 950 32,061

税 引 前 当 期 純 利 益 324,273
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 51,880
法 人 税 等 調 整 額 48,133 100,014
当 期 純 利 益 224,259

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 552,000 423,744 66 423,811 2,829,846 2,829,846 △289,063 3,516,595

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △215,689 △215,689 △215,689

当 期 純 利 益 224,259 224,259 224,259

自己株式の取得 △72 △72

会社分割による減少 △97,806 △66 △97,872 △97,872
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 − △97,806 △66 △97,872 8,570 8,570 △72 △89,374

当 期 末 残 高 552,000 325,938 − 325,938 2,838,416 2,838,416 △289,135 3,427,220

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △8,118 △8,118 3,508,477

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △215,689

当 期 純 利 益 224,259

自己株式の取得 △72

会社分割による増加 △97,872
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 293 293 293

当 期 変 動 額 合 計 293 293 △89,081

当 期 末 残 高 △7,824 △7,824 3,419,396

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
・子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
・貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

⑵ 減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ３年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

② 無形固定資産（リース資産除く）
定額法を採用しております。
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該
期間にわたり均等償却しております。また、自社利用のソフトウエアにつ
いては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場販売目的
のソフトウエアについては３年以内の見込販売収益に基づく償却額（残存
有効期間内における均等配分額以上）を計上する方法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 48 ―

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もな
いため貸倒引当金を計上しておりません。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度末
に帰属する部分の金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度末に
帰属する部分の金額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
当社は、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

営業収益
当社は、主として子会社に対する経営指導及び管理業務を提供しております。
当該業務は、子会社との契約に基づき一定期間にわたり履行義務が充足されるものであり、子会社が当該

役務の提供を受けると同時に便益を享受することから、役務提供期間にわたり収益を認識しております。

インサイドセールスアウトソーシング事業
アウトソーシングサービス

アウトソーシングサービスは、インサイドセールス活動の請負サービスを提供しております。
インサイドセールスサービスの履行義務は、顧客に対するインサイドセールス活動の役務提供が完了

し、検収されることにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は含

んでおりません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合
には、契約負債を計上しております。
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プロセス・テクノロジー事業
① コンサルティングサービス

コンサルティングサービスは、主に営業及びマーケティングに関する提言等を行うアドバイザリーサー
ビスを提供しております。
アドバイザリーサービスの履行義務は、主に顧客に対するアドバイザリーサービスの役務提供が完了

し、検収されることにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は含

んでおりません。
② システムソリューションサービス

システムソリューションサービスは、主にCRMシステムの受託開発及び営業活動管理システムのライセ
ンス提供を行っています。
受託開発は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサー

ビスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行
義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想される売上原価
の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における開始から完全に履行義務を充足する
と見込まれる時点までの期間がごく短い開発案件等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を
認識しております。
ライセンス提供の履行義務は、ライセンスの契約期間にわたって継続的に行うことで充足されるため、

当該期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として３か月以内に受領しており、重大な金融要素は含

んでおりません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合
には、契約負債を計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）、「包括利益

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）を当事業年度の期首から適用しております。こ
れによる計算書類への影響はありません。

３．貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 521,437千円

⑵ 関係会社に対する金銭債権、債務（区分掲記したものを除く）は次のとおりであります。
① 短期金銭債権 642,061千円
② 短期金銭債務 91,126千円
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４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高及び営業収益 509,916千円
営業費用 302,781千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 173,751株 3,628株 −株 177,379株

（注）自己株式の数の増加は、主に譲渡制限付き株式報酬の権利失効による無償取得による増加分であります。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 28,622千円
未払事業所税 1,592千円
未払事業税 1,536千円
未払費用 6,467千円
資産除去債務 12,058千円
減価償却超過額 788千円
関係会社株式 10,517千円
のれん 6,597千円
その他 6,507千円

繰延税金資産小計 74,688千円
評価性引当額 △19,660千円

繰延税金資産合計 55,028千円
繰延税金資産の純額 55,028千円

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 51 ―

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社

ブリッジインタ
ーナショナル
株式会社

所有
直接100％

役員の兼任
業 務 支 援
経 営 指 導

業務支援料等
の受取
経営指導料

147,016
79,809 売掛金 202,409

ブリッジプロセ
ステクノロジー
株式会社

所有
直接100％

役員の兼任
業 務 委 託
業 務 支 援
経 営 指 導

業務委託料の
支払 253,523 ー −

業務支援料等
の受取
経営指導料

14,101
7,693 売掛金 20,660

株式会社
アイ・
ラーニング

所有
直接100％

役員の兼任
業 務 委 託
経 営 指 導

経営指導料 2,853 売掛金 3,139

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．業務委託料及び業務支援等については、双方協議の上、合理的に決定しております。

２．経営指導料については、各子会社の収益を勘案して合理的に決定しております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たり純資産額 952円15銭
⑵ １株当たり当期純利益 62円39銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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11．その他の注記
（持株会社体制への移行）
当社は、2025年２月14日、及び2025年６月４日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月１日付で

吸収分割及び新設分割を実施し、持株会社体制へ移行しました。なお、当社は2025年10月１日付でブリッジ
インターナショナルグループ株式会社へ商号変更しております。
なお、詳細につきましては、「連結計算書類 連結注記表 10．その他の注記」に記載のとおりであります。

（持株会社体制への移行にかかる吸収分割）
当社は、2025年２月14日、及び2025年６月４日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月１日付で

当社のプロセス・テクノロジー事業を当社の完全子会社であるブリッジプロセステクノロジー株式会社（以
下、「承継会社」といいます。）に承継させる吸収分割を実施しました。
なお、詳細につきましては、「連結計算書類 連結注記表 10．その他の注記」に記載のとおりであります。

（持株会社体制への移行にかかる新設分割）
当社は、2025年２月14日、及び2025年６月４日開催の取締役会の決議に基づき、当社のアウトソーシン

グ事業を新たに設立したブリッジインターナショナル株式会社に承継させる新設分割を実施しました。
なお、詳細につきましては、「連結計算書類 連結注記表 10．その他の注記」に記載のとおりであります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月26日

ブリッジインターナショナルグループ株式会社
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 祥 且
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菅 野 貴 弘

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ブリッジインターナショナルグル

ープ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、ブリッジインターナショナルグループ株式会社及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影
響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月26日

ブリッジインターナショナルグループ株式会社
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 祥 且
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菅 野 貴 弘

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ブリッジインターナショナ

ルグループ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの第24期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響
度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第24期事業年度における取
締役の職務の執行に関して、各監査役の監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査人その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制及び業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2026年２月26日

ブリッジインターナショナルグループ株式会社
監査役会
常 勤 監 査 役 荒 川 恵 介 ㊞
社 外 監 査 役 和 田 隆 志 ㊞
社 外 監 査 役 髙 橋 知 洋 ㊞
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分については、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付けており、財務体
質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続する
ことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおりといたした

いと存じます。

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき金 42円50銭
配当総額 152,626,893円

剰余金の配当が効力を生じる日 2026年３月30日
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、経営体制強化のため２名を増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

吉
よし

田
だ

融
みち

正
まさ

（1958年１月26日）

1983年 ４ 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1993年 １ 月 同社副社長補佐
1994年 １ 月 米国IBM出向

日本シーベル株式会社 設立に参画
（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）

1997年 ２ 月 同社取締役営業本部長
2002年 １ 月 ブリッジインターナショナル株式会社設

立 代表取締役社長（現 当社）
2020年 ４ 月 ClieXito株式会社 取締役会長

（現 ブリッジプロセステクノロジー株式会社）
2021年 ４ 月 株式会社アイ・ラーニング 取締役会長
2023年 １ 月 同社 代表取締役会長兼社長
2024年 １ 月 同社 取締役会長（現任）
2024年 １ 月 BRIDGE International Asia Sdn. Bhd.

取締役（現任）
2024年 ３ 月 トータルサポート株式会社 取締役
2025年10月 当社 代表取締役会長兼CEO（現任）
2025年10月 ブリッジインターナショナル株式会社 取締役会長（現任）
2025年10月 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役
株式会社アイ・ラーニング 取締役会長
BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. 取締役
ブリッジインターナショナル株式会社 取締役会長

1,199,400株

【選任理由】
吉田融正氏は、2002年創業以来、代表取締役を務め、いち早く日本に非対面営業を取り入れ、 法

人営業全体の改革に取り組んでまいりました。リーディングカンパニーとして業界全体をけん引し、
当社グループを発展させてきました。経営者としての豊富な業務経験と実績を有しており、 当社グル
ープ全体の持続的な成長のために、同氏が引き続き代表取締役として経営の指揮を執ることが最適で
あると判断し、取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

再 任

髙
たか

橋
はし

慎
しん

介
すけ

（1960年10月27日）

1983年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年６月 米国IBM（PC事業部）出向
2002年１月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事

日本アイ・ビー・エムイーコミュニケー
ション株式会社 代表取締役

2006年２月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員
2008年12月 ブリッジインターナショナル株式会社 入社（現 当社）
2009年３月 日本マイクロソフト株式会社入社 執行役員
2011年４月 エムオーテックス株式会社入社 代表取

締役社長
2012年５月 シスコシステムズ合同会社入社 専務執

行役員主任
2019年４月 ブリッジインターナショナル株式会社

社外取締役（現 当社）
2019年10月 ドーモ株式会社入社 代表取締役会長

（現任）
2021年４月 ブリッジインターナショナル株式会社

取締役（現 当社）（現任）
2021年４月 株式会社アイ・ラーニング 取締役副社

長（現任）
（重要な兼職の状況）
ドーモ株式会社 代表取締役会長
株式会社アイ・ラーニング 取締役副社長

12,000株

【選任理由】
髙橋慎介氏は、法人営業部門において各社要職を歴任し、2019年より取締役として、当社グループ

の価値向上に貢献してきました。これらの豊富な経験と幅広い見識は、当社グループの持続的な成長
と企業価値向上に貢献できる人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

新 任

塩
しお

澤
ざわ

正
まさ

枝
え

（1968年10月20日）

1990年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2000年 ５月 スターアルファ株式会社入社
2002年11月 ブリッジインターナショナル株式会社

入社（現 当社）
2009年 １月 執行役員 セールス＆コンサルティング

本部営業部長
2010年 ７月 執行役員 営業本部長
2011年 ４月 執行役員 第三サービス本部長
2012年 ４月 執行役員 松山事業所長
2014年 ４月 上席執行役員 第四サービス本部長
2016年 ４月 常務執行役員 第四サービス本部長
2017年 １月 常務執行役員 第一及び第四サービス本

部長
2017年 ４月 取締役 常務執行役員 第一及び第四サ

ービス本部長
2018年 １月 取締役 常務執行役員 サービス統括本

部長
2021年 ４月 取締役 専務執行役員 サービス統括本

部長
2021年 ４月 株式会社アイ・ラーニング 取締役
2025年 １月 ブリッジインターナショナル株式会社 取締役

CQO(Chief Quality Officer)（現 当社）
2025年10月 ブリッジインターナショナル株式会社

サービス統括本部 第三サービス本部長
2025年11月 同 社 取 締 役 CRO(Chief Revenue

Officer) 兼 営業本部長（現任）

47,200株

【選任理由】
塩澤正枝氏は、当社グループ設立直後より、営業部門及びインサイドセールスアウトソーシングの

サービス部門の責任者を歴任し、主要事業のけん引と、企業価値向上に貢献してきました。これらの
豊富な経験と実績を有することから、当社グループの取締役として、適任であると判断し、取締役候
補者としました。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

新 任

柿
かき

沼
ぬま

務
つとむ

（1962年11月26日）

1986年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2008年 １月 同社 メディア事業部長
2012年 ８月 オンチャネルジャパン株式会社COO

（現 インパクトM株式会社）
2018年 １月 ブリッジインターナショナル株式会社

入社（現 当社）
2018年 ４月 システムソリューション事業本部長
2019年 ４月 執行役員 システムソリューション事業

統括本部長
2023年 ４月 常務執行役員 C&S統括本部長
2023年 １月 ClieXito株式会社 代表取締役社長

（現 ブリッジプロセステクノロジー株
式会社）

2024年 ３月 トータルサポート株式会社 取締役
2025年11月 ブリッジプロセステクノロジー株式会社

取締役会長（現任）

2,700株

【選任理由】
柿沼務氏は、法人営業・マーケティングの部門において要職に従事し、マーケティングサービス事

業会社の立ち上げにも参画。2018年に当社入社後は、システムソリューション事業を牽引し、マーケ
ティングと営業領域のDXを手掛ける子会社代表取締役にも従事し当社グループの成長に寄与しまし
た。これらの豊富な経験と高い見識は、当社グループの企業価値向上に貢献できる人材であると判断
し、取締役候補者としました。

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 66ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 66 ―

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

５

再 任

社 外

独 立

岡
おか

村
むら

典
ただし

（1953年３月29日）

1975年４月 川崎重工業株式会社入社
1979年９月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1993年６月 米国IBM（広報部門）出向
2001年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
2007年４月 日産自動車株式会社入社
2010年４月 ベルリッツコーポレーション入社
2013年３月 株式会社テン・コミュニケーションズ設

立 代表取締役社長
2013年12月 国立大学法人東京工業大学 特任教授

国際研究広報担当
2017年４月 ブリッジインターナショナル株式会社

社外取締役（現 当社）（現任）
2022年８月 株式会社テン・コミュニケーションズ

顧問（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社テン・コミュニケーションズ 顧問

0株

【選任理由及び社外取締役として期待される役割】
岡村典氏は、企業経営と広報分野での豊富な経験や、高い知見を有しており、2017年の社外取締役

就任時より、取締役会において主に経営の意思決定に助言・提言を行い重要事項の意思決定に尽力し
てきました。今後も継続的なコーポレート・ガバナンス強化、当社グループの価値向上のために、独
立社外取締役として、取締役会等の意思決定に対し、独立した第三者的な視点から経営の監督・助
言・提言を期待したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

６

再 任

社 外

独 立

郡
こおり

の ぶ
（1969年４月30日）

1992年４月 プライスウォーターハウスコンサルタン
ト株式会社入社

2006年１月 IBMビジネスコンサルティングサービス
株式会社 シニアマネージャー
日本アイ・ビー・エム株式会社出向
同社グローバルビジネスサービス事業部
リソースディプロイメントマネジメント
担当部長

2008年３月 株式会社シグマクシス 設立に参画
2008年６月 同社 ディレクター
2021年10月 株式会社シグマクシス・ホールディング

ス ディレクター
2023年７月 ブリッジインターナショナル株式会社

コンサルタント（現 当社）
2025年10月 当社 社外取締役（現任）

0株

【選任理由及び社外取締役として期待される役割】
郡のぶ氏は、経営管理プロセス設計、業務設計・運用、子会社管理プロセス設計、業務効率化・

デジタル化などのコンサルティングの経験を有しています。それらの豊富な経験や、高い見識を活か
し、当社グループの価値向上のために、独立社外取締役として、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の高い専門性により、職務を適切に
遂行できるものと考えております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者岡村典氏及び郡のぶ氏は、社外取締役候補者であります。
３．岡村典氏は、現に当社の社外取締役であり、在任期間は本定時株主総会終結の時をもって８年11か月にな

ります。
４．郡のぶ氏は、現に当社の社外取締役であり、在任期間は本定時株主総会終結の時をもって６か月になりま

す。2025年3月27日開催の第23期定時株主総会において、持株会社体制移行の効力発生日(2025年10月1
日)をもって、選任の効力が生ずることを決議いただいております。

５．当社と岡村典氏及び郡のぶ氏との間では、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める賠
償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第
425条第１項に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続す
る予定であります。
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６．当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結して
おります。被保険者である取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じることのある損害等を当該保険契約により補填することとしております。当該
保険契約の保険料は全額当社が負担しております。なお、各候補者の選任が承認され、取締役に就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。

７．当社は岡村典氏及び郡のぶ氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。又、両
氏の再任が承認された場合は引き続き、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

８．当社は郡のぶ氏と、2023年より2025年９月まで組織設計・能力評価・業績評価制度設計に関するコンサ
ルタント契約を締結しておりましたが、年間報酬額は、当社が社外役員の独立性判断基準として定めている
金額を下回っております。上記の理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役 荒川恵介氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

再 任

荒
あら

川
かわ

恵
けい

介
すけ

（1964年11月23日）

1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1998年２月 日本シーベル株式会社入社

（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）
2002年４月 ブリッジインターナショナル株式会社入社

執行役員 セールスBPO事業部長（現 当社）
2004年３月 取締役 セールスBPO事業本部長
2007年１月 取締役 サービス推進本部長
2009年１月 取締役 常務執行役員 第一サービス本部長
2012年４月 取締役 専務執行役員 第一サービス本部長
2015年１月 取締役 専務執行役員 第三サービス本部長
2018年１月 取締役 専務執行役員 人材開発室長
2018年７月 取締役 専務執行役員 内部監査室長
2022年３月 監査役（現任）

90,600株

【選任理由】
荒川恵介氏は、当社グループ創業初期から主要事業の責任者として要職を歴任し、当社グループの企業活動

に対する豊富な経験と高い知見を有しています。実務経験を活かした経営全体への深い理解と高いコンプライ
アンス意識を有しており、2022年監査役に就任以来、その職務を適切に遂行し、当社グループの監査役及び
取締役会の監査機能の向上に貢献してきました。今後も当社グループの監査体制強化への貢献が期待できるた
め、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
（注）１．荒川恵介氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締
結しております。被保険者である監査役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害等を当該保険契約により補填することと
しております。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。なお、候補者の選任が承認さ
れ、監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 70ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 70 ―

■当社取締役及び監査役に求める専門性及び経験
以下の表は、各取締役・監査役の実績・経験に基づき、各人に特に期待される項目を示したも

のです。該当スキル項目の背景となる各候補者の知見・経験については、第２号議案及び第３号
議案に記載の各候補者の略歴及び候補者とした理由をご参照ください。

候補者
番 号 氏名 企業経営 事業戦略立

案
人材マネジ
メント ガバナンス 投資判断／

ファイナンス
イノベーシ

ョン
サスティナ
ビリティ

取
締
役

１ 吉田 融正 ● ● ● ● ●

２ 髙橋 慎介 ● ● ● ● ●

３ 塩澤 正枝 ● ● ● ● ●

４ 柿沼 務 ● ● ● ● ●

５ 岡村 典 社外 ● ● ● ● ●

６ 郡 のぶ 社外 ● ● ● ● ●

監
査
役

― 荒川 恵介 ● ● ● ●

― 和田 隆志 社外 ● ●

― 髙橋 知洋 社外 ● ● ● ●

※各人に特に期待される項目を５つまで記載しております。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありませ
ん。

以 上
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大丸

八重洲通り

丸の内オアゾ

日本橋駅

コレド日本橋

江戸橋一丁目

髙島屋

日本橋駅

日本橋駅
り
通
堀
外

交番〇東西線

呉服橋
大手町駅

日本橋

日本橋三越

〇半蔵門線

常磐橋 三越前駅
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央
中
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ベルサール
八重洲 B6

B6 江戸橋呉服橋

C1

八重洲北口

東京日本橋タワー
ベルサール東京日本橋
（日本橋駅B6出口直結）

〇
丸
ノ
内
線

〇東西線

〇半蔵門線

線
座
銀
〇 〇

線
草
浅

〇
丸
ノ
内
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〇
J
R
東
京
駅

駐車場の用意がございませんので、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

会場：東京都中央区日本橋二丁目７番１号　東京日本橋タワー４階
	 ベルサール東京日本橋RoomJ
連絡先：050 - 3112 - 0917

株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

〇東京駅「八重洲北口」  徒歩７分J R

地下鉄 東京メトロ〇銀座線 〇東西線 都営地下鉄〇浅草線「日本橋駅 B6 」直結
東京メトロ〇銀座線 〇半蔵門線「三越前 B6 」  徒歩３分

交 通

2026年02月26日 16時47分 $FOLDER; 72ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）


